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キャンパスガイド昭和薬科大学の歩み Since 1930

昭和5年（1930）

昭和6年（1931）

昭和7年（1932）

昭和11年（1936）

昭和16年（1941）

昭和19年（1944）

昭和20年（1945）

昭和22年（1947）

昭和23年（1948）

昭和24年（1949）

昭和25年（1950）

昭和28年（1953）

昭和30年（1955）

昭和33年（1958）

昭和38年（1963）

昭和39年（1964）

●昭和女子薬学校（生徒数350名）と日本女子薬学校
　（生徒数50名）の合併覚書作成される
●本学の前身、昭和女子薬学専門学校設立

●府下目黒区五本木の新校地で地鎮祭挙行、着工

●昭和女子薬学専門学校第1回卒業式挙行（卒業生
　88名）
●目黒区上目黒五本木2607番地に新校舎と
　生徒新寄宿舎落成、移転

●昭和女子薬学専門学校校歌制定
　（作詞／4年生・伊藤好子、作曲／近衛秀麿）

●大東亜戦争に突入
　全学生校庭に集合し、宣戦の詔勅を拝聴する

●戦況が次第に不利となり、本学学生も勤労動員に
　駆り出される
●戦災で校舎（目黒）を焼失
●世田谷の旧陸軍衛生材料廠跡に移転

●大学昇格のため、在校生のアルバイト奉仕、
　卒業生同窓会の寄付金募集始まる

●大学設置認可申請。在校生のアルバイト奉仕続く

●昭和女子薬科大学設置認可、新制大学として発足
●理事会、評議員会で大学名を昭和薬科大学に
　変更することを決議

●昭和薬科大学設立認可。男女共学となる

●昭和薬科大学第1回卒業式（卒業生45名）

●学歌制定（作詞／高橋掬太郎、作曲／大村能章）
●世田谷校舎の改築工事開始

●学校法人昭和薬学園から学校法人昭和薬科大学へ
　名称変更

●創立記念日を10月15日に決定

●柴田奨学基金第1回奨学生決定（15名）

昭和40年（1965）

昭和44年（1969）

昭和49年（1974）

昭和57年（1982）

昭和61年（1986）

平成2年（1990）

平成3年（1991）

平成10年（1998）

平成12年（2000）

平成13年（2001）

平成15年（2003）

平成16年（2004）

平成17年（2005）

平成18年（2006）

平成19年（2007）

平成21年（2009）

平成22年（2010）

平成24年（2012）

平成28年（2016）

平成29年（2017）

平成30年（2018）

平成31年（2019）

令和元年（2019）

令和2年（2020）

●長野県白樺湖畔に諏訪校舎・合宿教育施設を設置
●薬学科に加え、生物薬学科を増設

●大学院薬学研究科（修士課程）を設置

●沖縄県浦添市に附属高等学校設立認可

●理事会で町田市へのキャンパス移転の方針を決定

●附属中学校設立認可

●町田キャンパス開校、全面移転

●大学院薬学研究科（博士課程）を設置

●大学院薬学研究科（修士課程）に医療薬学専攻を
　併設

●創立70周年、玉川大学と「教育・学術協定」締結

●諏訪校舎を閉鎖
●ネパールのポカラ大学と「学術交流に関する協定」
　を締結

●聖マリアンナ医科大学と「教育・研究の交流に
　関する協定」を締結

●附属中学・高等学校完全一貫教育スタート

●南カリフォルニア大学薬学部と学術協定を締結

●薬学6年制教育がスタート

●実習棟に調剤・製剤室、無菌製剤室が完成

●第2講義棟竣工

●独立大学院として薬科学専攻（修士課程）を設置
●創立80周年

●薬学6年制教育を基盤とした大学院薬学研究科
　博士課程（4年制）を設置

●一般社団法人薬学教育評価機構の評価基準に
　適合認定

●財団法人大学基準協会の大学基準に適合認定

●東海大学と「学術交流協定」を締結
●杏林大学と「学術交流協定」を締結

●国立研究開発法人 国立成育医療研究センターと
　「学術交流協定」を締結

●東京都住宅供給公社と「地域コミュニティの活性
　化に関する協定」を締結

●町田市と「まちづくりに関する協定」を締結

●創立90周年

定食、丼物、麺類、一品料理などメニュー
も豊富な、ガラス張りの明るいレストラン
です。

レストランひまわり（本館1階）

約8万冊の図書と300種類以上の
学術雑誌を収蔵し、読みたい図書を
自由に閲覧できるオール開架式に
なっています。

図書館（本館 3階 )

本館1階を正面に仰ぎ、地下1階の
入り口となるロータリー。

ロータリー

660人収容可能で入学式、卒業式などのほか、多目的
に利用できます。

記念講堂

薬学教育6年制に高いレベルで対応した
最新の教育設備を完備しています。

第2講義棟
薬学の技能を身につける実習設備と先進の
研究施設を配備しています。

実習棟・研究棟

植物園や温室で四季を通じて薬用植物
を観察することができます。また大学施
設としては全国有数の規模です。

薬用植物園

なるせ寮（女子寮）
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●町田キャンパス開校、全面移転

●大学院薬学研究科（博士課程）を設置

●大学院薬学研究科（修士課程）に医療薬学専攻を
　併設

●創立70周年、玉川大学と「教育・学術協定」締結

●諏訪校舎を閉鎖
●ネパールのポカラ大学と「学術交流に関する協定」
　を締結

●聖マリアンナ医科大学と「教育・研究の交流に
　関する協定」を締結

●附属中学・高等学校完全一貫教育スタート

●南カリフォルニア大学薬学部と学術協定を締結

●薬学6年制教育がスタート

●実習棟に調剤・製剤室、無菌製剤室が完成

●第2講義棟竣工

●独立大学院として薬科学専攻（修士課程）を設置
●創立80周年

●薬学6年制教育を基盤とした大学院薬学研究科
　博士課程（4年制）を設置

●一般社団法人薬学教育評価機構の評価基準に
　適合認定

●財団法人大学基準協会の大学基準に適合認定

●東海大学と「学術交流協定」を締結
●杏林大学と「学術交流協定」を締結

●国立研究開発法人 国立成育医療研究センターと
　「学術交流協定」を締結

●東京都住宅供給公社と「地域コミュニティの活性
　化に関する協定」を締結

●町田市と「まちづくりに関する協定」を締結

●創立90周年

定食、丼物、麺類、一品料理などメニュー
も豊富な、ガラス張りの明るいレストラン
です。

レストランひまわり（本館1階）

約8万冊の図書と300種類以上の
学術雑誌を収蔵し、読みたい図書を
自由に閲覧できるオール開架式に
なっています。

図書館（本館 3階 )

本館1階を正面に仰ぎ、地下1階の
入り口となるロータリー。

ロータリー

660人収容可能で入学式、卒業式などのほか、多目的
に利用できます。

記念講堂

薬学教育6年制に高いレベルで対応した
最新の教育設備を完備しています。

第2講義棟
薬学の技能を身につける実習設備と先進の
研究施設を配備しています。

実習棟・研究棟

植物園や温室で四季を通じて薬用植物
を観察することができます。また大学施
設としては全国有数の規模です。

薬用植物園

なるせ寮（女子寮）
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昭和薬科大学厚生福祉会 会則
第 1条　  本会は、昭和薬科大学厚生福祉会と称する。

第 2条　  本会の会員は次のとおりとする。

　（１）　  普通会員　昭和薬科大学及び昭和薬科大学大学院（以下「大学」という。）在学生の正保証人、又はこれに準ずる者

　（２）　  特別会員　学校法人昭和薬科大学（以下「法人」という。）の役員、評議員及び法人理事長の推薦した大学職員

第３条　  本会は、大学の発展のため職員、学生の厚生及び福祉に寄与貢献し、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。

　　　　 ただし、役員会の決議により目的以外の事業を遂行することができる。

第４条　  本会は、事務所を大学に置く。

第５条　  本会の普通会員は、会費（援助費）として所定の金額を本会に納付する。

第６条　  本会に次の役員を置く。

　（１）　  会　長　１名　委員中より互選する。

　（２）　  副会長　２名　委員中より互選する。

　（３）　  委　員  18 名　内 12 名　普通会員中より会長が各学年次２名宛選任する。

　　　　　　　　 　　    内  6 名　特別会員中より会長が選任する。

　（４）　  監　事　２名　内１名は法人監事を充て、１名は委員中より会長が選任する。

第７条　  役員は、名誉職とし任期を６年とする。ただし、途中での退任、又は再任を妨げない。

　　２　　役員は、次の各号のいずれかに該当するときには当然退任する。

　（１）　  保証する学生が卒業したとき。

　（２）　  保証人の資格を喪失したとき。　

　（３）　  法人の役員、評議員、又は大学職員の職を退いたとき。　

　（４）　  役員会において退任が認められたとき。

第８条　  役員の業務は、次のとおりとする。

　（１）　  会長は、会務を統括し、本会を代表する。

　（２）　  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。　

　（３）　  委員は、本会に関する事項を立案審議する。　

　（４）　  監事は、本会財産の状況及び事業執行の状況を監査し、役員会に報告する。

第９条　  役員会を設け必要に応じ随時会長これを招集し、かつ会議の議長となる。

第 10 条　役員会の議決は各出席者の過半数によってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第 11条　役員会においては、必要に応じ次の事項を付議する。

　（１）　  会務及び事業報告

　（２）　  予算及び決算

　（３）　  会則改正　

　（４）　  会長の選出

　（５）　  副会長の選出

　（６）　  その他役員会において必要と認めた事項

第 12 条　 役員会の庶務は、総務課において行う。

第 13 条　 本会の経費は第 5 条の会費中よりこれを支弁する。

第 14 条　 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年 3月31日に終わるものとする。

第 15 条　 本会は、柴田奨学基金による事業に協力するため、役員会の議を経た上、毎年同基金に寄附をなすものとする。

附　則
１　この会則は、昭和 33 年 1 月 1 日から施行する。
２　この会則に定めない事項については役員会の議決による。
附　則
この会則は、昭和 52 年 5 月 31 日から施行する。
附　則
この会則は、昭和 59 年 6 月 12 日から施行する。
附　則
この会則は、昭和 60 年 6 月 11 日から施行する。
附　則
この会則は、昭和 62 年 6 月 20 日から施行する。

附　則
この会則は、平成元年 6月 16 日から施行する。
附　則
この会則は、平成 8年 4月 1日から施行する。
附　則
この会則は、平成 11 年 6 月 18 日から施行する。
附　則
この会則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
附　則
この会則は、平成 23 年 6 月 15 日から施行する

大学生活のサポート体制

本学独自の奨学金、特待生制度を設けています

本学独自の奨学金制度

第1種 特待生制度品行方正、学業優秀で経済事情が困難な学生を選考し、
無利子で貸与
◎学部生35万円、大学院生57万円（いずれも年額）

第2種 品行方正、学業優秀で家計急変により就学継続が
困難になった学生に無利子で貸与
◎5年次後期以降の学部生　年額50万円以内　2回まで

第3種 品行方正、学業優秀で家計急変により就学継続が
困難になった学生に無利子で貸与
◎4～6年次の学部生　年間1回の納付金額（99万円）を上限　3回まで

柴田奨学基金

本学には、PTAにあたる組織として、教員と学生の親睦やクラブ活動への援助等を支援する「昭和薬科大学厚生福祉会」
があります。学友会活動や柴田奨学基金への側面援助は大きな力となっています。   

01
本学の理事長・学長を歴任された柴田武先生のご遺族により寄付された奨学基金を元に、昭和39年に
設立された本学独自の奨学金制度です。基金設立の主旨に賛同する多くの関係者からも寄付が寄せら
れました。柴田奨学基金委員会が運営母体となり、下記の奨学金を学部生、大学院生に貸与しています。

6 年間を通してサポートします
アドバイザー制度02

6年間を過ごす中で、学習面や学生生活、将来についてアドバイスを得たいことも出てきます。そんな学生一人ひとりの身近な
相談役として、本学では「アドバイザー制度」を設けています。アドバイザーは教授、准教授等本学教員がつとめ、1人の教員が
約15名の学生を担当。学習指導はもちろん、普段の学生生活の悩み、4年次からのコースの選択、将来の進路などについて、
なんでも気軽に相談し、指導や助言を得ることができます。学生は1～3年次に同じアドバイザーのグループに所属し、4～ 6年次
にはコース別に卒業実習教育を担当する教員がアドバイザーとなります。

「心」の悩みを気軽に相談することができます
ここほっとルーム03

人間関係や健康に関することなど、人には言いにくい学生生活のさまざまな悩みの
相談に応じるため、本館1階に「ここほっとルーム」を開設しています。直接、来室して
相談できるほか、メールや電話でも予約を受け付けています。相談窓口では、まずインテーカーがお話を聞き、必要に応じて
専門家である「臨床心理士」を紹介しています。さらに、月に一度、精神科医の校医も来校し、気軽に相談に応じます。
このほか、年に数回、「ここほっとNEWS」を発行し、相談に関するQ&Aや身近なリラックス法などを紹介しています。

安全・快適な学生生活をサポート
女子学生のための「なるせ寮」04

地方出身の女子学生を対象に、キャンパス隣接地に寮を設けています。管理人さんご夫婦が24時間常駐し、セキュリティ
対策も万全。ルームメイトや先輩たちとの交流も深まります。

鉄筋4階建、全40室（南向き）、冷暖房完備 
定員1室2名、ベッド、クローゼット、学習机
入寮費20万円、寮費用年額60万円（朝／夕食付、休日の夕食は除く）

食堂、学習室（30席）、談話室（各階テレビ、冷蔵庫完備）、共同浴室、シャワー室、
洗濯室、セキュリティ（管理人24時間常駐、ICカード入退管理システム）

問合せ　042－721－1511（昭和薬科大学学生課）

なるせ寮の概要 館内施設

毎年、学業成績等の優れた学生（各
学年2名）を「特待生」として表彰し、
授業料の半額を免除しています。

日本学生支援機構や民間団体、地方
自治体の奨学金への推薦も行って
います。

その他の
奨学金制度

第六代理事長・第三代学長
柴田 武

※今後予定されている消費税率の改定に伴い、寮費等（入寮費、食費含）の改定を行うことがあります。
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洗濯室、セキュリティ（管理人24時間常駐、ICカード入退管理システム）

問合せ　042－721－1511（昭和薬科大学学生課）

なるせ寮の概要 館内施設

毎年、学業成績等の優れた学生（各
学年2名）を「特待生」として表彰し、
授業料の半額を免除しています。

日本学生支援機構や民間団体、地方
自治体の奨学金への推薦も行って
います。

その他の
奨学金制度

第六代理事長・第三代学長
柴田 武

※今後予定されている消費税率の改定に伴い、寮費等（入寮費、食費含）の改定を行うことがあります。



大学へのアクセス

◎小田急線「玉川学園前」駅から徒歩15分。同駅南口から玉川学園コミュニティバス「玉ちゃんバス」で10分、「昭和薬科大学」下車。
◎JR横浜線「成瀬」駅、北口から「東玉川学園四丁目行」バスで10分、「昭和薬科大学」下車。
◎東急田園都市線「つくし野」駅から成瀬駅経由の「東玉川学園四丁目行」バスで10分、「昭和薬科大学」下車。
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〒194-8543　東京都町田市東玉川学園3-3165　
TEL 042-721-1511（代）　FAX 042-721-1588（代）

ご入学おめでとうございます


